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令和５年度 医療安全に関するワークショップ（実施要領） 

 

１ 目的 

医療安全対策に関する知識等の修得、討議等を行うことにより、医療機関の安全管

理者等の資質向上を図り、もって医療の安全性の向上を図ることを目的とする。 

 

２ 主催者 

厚生労働省 近畿厚生局（以下「当局」という。） 

 

３ 開催日時 

  令和５年 12月１日（金）10時 00分～16時 00分 

 

４ 開催場所 

  名称：「ナレッジキャピタルカンファレンスルーム タワーＢ 

Ｒｏｏｍ Ｂ０５＋０６＋０７」 

場所：グランフロント大阪北館タワーＢ１０階 

住所：大阪市北区大深町３番１号 

 

５ 開催方法 

（１）開催場所への参集方式 

（２）ミニレクチャー及びグループディスカッションを実施 

 

６ プログラム内容 

「令和５年度 医療安全に関するワークショップ」ポスターのとおり 

 

７ 参加対象者 

施設基準「医療安全対策加算１」の届出を行っている当局管内の保険医療機関にて

勤務しており、かつ当該施設基準の要件である医療安全対策に係る適切な研修を修了

し医療安全管理者として配置されている専従の看護師 

 

８ 参加定員 

  40名程度（各府県毎に概ね５名程度） 

 

９ 申込期間及び申込方法等 

（１）申込期間は、９月１日（金）午前 10時より受付を開始し、９月 30日（土）まで

とします。 

（２）当局のホームページに掲載している参加申込書をダウンロードし、電子メールに

て参加申込書を送信してください。 

（当局ＨＰ）https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/newpage_00464.html 

（Ｅ－mail）2023kinkianzen＠mhlw.go.jp 
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（３）申込期間開始前の申込みは無効とします。 

（４）原則、先着順とし、定員に達した時点で募集を終了します。 

なお、グループディスカッションは、各府県単位で行うことを想定しているため、

当局で参加者を調整する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

 

10 参加決定の案内等 

参加が決定した者には、参加が決定した旨及び開催案内等を送付します。 

 

11 参加証の交付 

当日、参加証を交付します。 

なお、やむを得ず終了時間前に退出した者については、その旨を記載したうえで後

日の交付とします。 

 

12 アンケートの実施 

次年度の開催にあたって参考とするため、参加者を対象にアンケートを実施します。 

 

13 個人情報について 

  開催に際して、参加者から入手した個人情報は、当該ワークショップに係る事務連

絡等の運営目的以外には利用しないものとし、漏洩、滅失又は破損等のないように厳

重に管理いたします。 

また、統計分析に用いる場合には、個人名及び医療機関名を特定できない形といた

します。 

 

14 注意事項 

（１）当該ワークショップは、医療安全対策加算の施設基準における医療安全対策に

係る適切な研修、または不足する事項を補足する研修には該当しません。 

（２）当該ワークショップ開催に要する経費は主催者の負担とし、受講にかかる旅費、

宿泊費、食費及び通信費等については受講者の負担とします。 

（３）撮影、録音や資料等の無断転用はご遠慮ください。 

   なお、当日のワークショップの様子を写真撮影し、当局ホームページに取り組み

紹介（フォトポート）として掲載いたしますので、あらかじめご承知おきください。 

（４）開催場所の換気等及び体調管理について 

① 当該会場は、空調にて換気を行うシステムとなっていますが、当日は休憩時間

の都度、扉の開放を行うことにより換気を行います。 

② マスクの着用に関して、会場内では着用を推奨いたしますが、基本的には個人

の判断であることから、ご自身で着用の判断をしてください。 

③ 当日はご自身で検温等を行い、体調が優れない場合は参加を控えてください。 

 

15 当日の緊急連絡先 

近畿厚生局健康福祉部 医事課  

電話：06-6942-2492 


